
１．自然環境

１）多賀城市の地勢

  本市は宮城県のほぼ中央、仙台市の中心部から北東約１０km の位置にある。総面積は

１９. ６５㎞であり、県内では隣接する七ヶ浜町、塩竈市に次いで３番目に小さい。市の

北西は加瀬沼を隔てて利府町と、北東は塩竈市と、東は七ヶ浜町と、西から南にかけては

仙台市とそれぞれ接している。なお、市役所は、東経１４１度００分２８秒、北緯３８度

１７分２７秒、海抜７. ８ｍに位置する。

  本市の北西から南東にかけて、利府町の丘陵地帯を源流とする砂押川が流れており、地

形は大きく二分されている。

  砂押川の北は、松島丘陵と呼ばれる標高５０ｍ未満の低丘陵であり、南に向かって枝葉

のように延びている。東北の政治・軍事の中心地であった多賀城は、松島丘陵の南西端、

広大な仙台平野を一望できる場所に築かれている。この場所は、仙台から塩竈・松島方面

へ向かう塩竈街道が通じ、西から南にかけては古代において運河にも利用されていた砂押

川が流れている。さらに、北東約２km には国府津と推定されている塩竈の港がひかえる

など、古くから陸上、水上交通の要衝の地であった。また、この丘陵上には、市内では最

も古い中生代三畳紀の利府層があり、歌枕沖の井（沖の石）で露出している。さらに、多

賀城碑や多賀城跡の礎石もこの層の一部の花崗質砂岩であることが判明している。

  一方、南部から西部にかけては、県中央部の海岸線に沿って広がる沖積平野の北端部に

あたる。この沖積平野は一般的に仙台平野と呼ぶが、陸前丘陵のあいだに形成された内陸

の沖積平野も含めて仙台平野と呼ぶことがある。この沖積地上には、点在する五つの小丘

陵があり、その一つが歌枕「浮島」に比定されている。丘陵を海に浮かぶ島になぞらえた

ことから生じたものであることが容易に推察される。

  なお、標高の最高値は、多賀城跡がある市川字大久保の５２. ６ｍであり、最低値は栄

三丁目の０. ８ｍである。市域の約５０％は標高５ｍ以下となっている。

  市内を流れる河川としては、七北田川、砂押川、名古曽川などがある。市西部の仙台市

との境を流れる七北田川は、仙台市の北端に近い泉ヶ岳を源とする二級河川で、仙台市の

蒲生で仙台湾に注いでおり、中流域では冠川・今市川などと呼ばれたこともある。砂押川

は利府町菅谷を源とし、市の北部で利府町森郷を源とする名古曽川と合流し、貞山運河を

経て仙台港へと注いでいる。かつては流域ごとに市川・八幡川・田中川などと呼ばれていた。

２）多賀城市の気象と植生

   本市は太平洋に近く、奥羽山脈から離れているため、夏は涼しく、冬は降雪量が少ない。

平成１９年の気象データをみると、気温は平均１３. １度、最高３７. ２度、最低－３. ０

度であり、日照時間が１８５３. ６時間（１日平均５. １時間）、平均湿度が７２％、降水
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 図 7 多賀城市の位置

 図 8 多賀城跡の位置



 図 9 多賀城市の地形    

 図 10 多賀城以北の地形と城柵官衙遺跡    



量が１３４３.５㎜（１日平均３.７㎜、最大日量９９.０㎜）、最大瞬間風速が毎秒１７.７ｍ、

最深積雪は４㎝であり、雨も雪もさほど多くはない温暖な気候であることを裏付けてい

る。

  多賀城市の植生を緯度の変化によっておこる植物の水平分布の帯（植物水平帯）として

みると冷温帯にはいり、植生を潜在的植生としてみると夏緑広葉樹林（落葉広葉樹林）の

相観のタイプにはいる。

  本市は全域的に市街地化されているため、人為的影響を受けずに生育している自然植生

は少ない。わずかに、砂押川河口や河川沿いに河辺ヤナギ低木群落やヨシ群落が見られる

程度である。

  一方、特別史跡が所在する市川・浮島、特に加瀬沼周辺には自然林に人の手が加わった

二次林が残っており、良好な自然環境が見られる。そしてこれらに、アカマツ、スギ、ヒ

ノキなどの人工林が混在する状況となっている。

   宮城県の気候は暖温帯から冷温帯であり、加瀬沼周辺はこの推移帯にあたっているため

暖地系植物と寒地系植物が混在して見られ、植物相は極めて豊富である。これらに混じり

国蝶オオムラサキの食樹となっているエノキも多く見られ、昆虫生物の生存環境として重

要な役割を果たしている。

  なお、加瀬沼とその周辺一帯６５ha は、良好な生活環境の保全の維持に資するものと

して、昭和４８年、宮城県自然環境保全条例により緑地環境保全地域に指定されている。

  さらに、多賀城市では保存樹木として、樹木の保護を図っており、現在、１７件が指定

されている。そのうち、７件が特別史跡とその周辺に分布している。

[ 保存樹木一覧 ]

植 生

多 賀 城 跡 周 辺

保 存 樹 木

指定番号 樹　　種 所在地

1 新田の糸桧葉 新田字北関合 73

2 新田のひいらぎ 新田字南関合 36

3 貴船神社の樫の木 市川字金堀 3

4 陸奥総社宮の白木蓮 市川字奏社 25

5 陸奥総社宮の老杉 市川字奏社 1 特別史跡内樹木

6 政庁跡のこぶし 市川字城前 19

7 五輪屋敷の椿群 市川字丸山 1

8 勤労青少年ホームの糸桧葉 鶴ヶ谷一丁目 30

9 多賀城公園の大いちょう 鶴ヶ谷一丁目無番地

11 東小学校の黒もっこく 笠神五丁目 24

12 八幡神社の高野槙 宮内一丁目 178

13 末の松山の黒松 八幡二丁目無番地

14 高崎のさつき 高崎二丁目 70

15 留ヶ谷の四季咲つつじ 留ヶ谷二丁目 75

16 作貫の木蓮 市川字作貫

17 大畑のいちょう 市川字大畑

18 天満宮の椎の木 留ヶ谷一丁目

20 西園寺の山紅葉 笠神一丁目 63

指定番号 1 ～ 15 については、市制施行 15 周年を記念して、昭和 61 年 11 月 1 日に指定しています。 

指定番号 16 ～ 20 については、平成 12 年 11 月 1 日に追加で指定しています。 

指定番号 10 については、樹木が枯死したため平成 12 年 11 月 1 日に解除し、欠番となっています。 

指定番号 19 は、所有者からの申し出により平成 18 年 4 月 1 日に解除したため、欠番となっています。 



7 五輪屋敷の椿群6 政庁跡のこぶし 17 大畑のいちょう16 作貫の木蓮5 陸奥総社宮の老杉3 貴船神社の樫の木

 図 11 特別史跡指定地内の保存樹木分布図    



２．社会環境

１）多賀城市域

① 人口

  本市は、隣接する仙台市が戦災復興と高度経済成長を経て劇的な人口増となったことを

受け、あわせて主要幹線道路の国道４５号と県道仙台・塩釜線、公共交通のＪＲ東北本線、

ＪＲ仙石線、土地利用状況等の利便性の好条件などが重なり、仙台市のベッドタウンとし

て昭和４０年代以降は右肩上がりで人口が増加していった。昭和５０年代以降も宅地開発

に伴い人口は増え続け、平成に入ってからは微増傾向ではある。現在、市面積１９. ６５

㎞に人口６２，８７０人、世帯数２４，７７６世帯（平成２２年１２月末現在）が生活し、

東北地方では最も人口密度の高い塩竈市に次ぐものとなっている。

  一方、昨今の少子高齢化の現象の中でも、高齢化率１７. ５％を維持し、宮城県内平均

の２１. ８％（平成２１年３月末現在）よりも低い値となっている。

[ 人口の推移 ]

② 土地利用状況

  市域の全てが宮城県の仙塩広域都市計画区域となっており、そのうち１３３３ha が市

街化区域、６３２ha が市街化調整区域となっている。用途地域の構成としては、住宅系

が市街化区域全体の約６８％、商業系が約６％、工業系が約２５％となっている。

   地目別面積の推移をみると、増加傾向にある宅地の割合は４３．５％と高く、減少傾向

にある農地は２０．２％となっており、第２次保存管理計画策定時から一段と仙台市のベ
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ッドタウン化が進んでいる。

  産業別の構成では、第１次産業が３％、第２次産業が２７％、第３次産業が７０％とな

っており、第３次産業従事者が増加傾向にある。一方、第１次産業のうち農業に関しては、

農家数・耕地面積ともに年々減少傾向にある。

  市域における用途の分布状況としては、農業地域は西側一帯に広がり、国道４５号と県

道仙台・塩釜線沿線には商業施設が集積し、工場地帯は旧海軍工廠跡地一帯に形成されて

いる。

  現在、宮城県事業であるＪＲ仙石線多賀城地区の連続立体交差事業が施行されており、

その事業に関連し、多賀城駅周辺を中心とする土地区画整理事業、市街地再開発事業等が

行われ、市の中心市街地形成に向けて整備が進んでいる。

[ 地目別面積の推移 ]

[ 産業別の構成 ]

２）特別史跡指定地及びその周辺

① 土地利用状況

  特別史跡内の土地利用状況をみると、指定地の５３．２２％（平成２３年３月末現在）

が公有地となっており、環境整備事業が実施され、一部が遺構表示されているほか、山林・
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 図 12 特別史跡内の土地利用状況図    



 図 13 多賀城広域下水道（汚水）事業計画に基づく整備路線図    



芝地などの状態で史跡公園としての整備が進められている。しかし、公有化事業と環境整

備事業の事業進捗の違いから、環境整備面積と公有化面積の格差が拡大し、未整備地の維

持管理が増大してきている。

  民有地の土地利用についてみると、地目別では畑が最も多く１３．６ha（２８％）次い

で田１２．８ha（２６％）、宅地９．６ha（２０％）、山林８．９ha（１８％）となっている。

第２次保存管理計画策定時点と比べると、畑の減少が著しい状況となっている。

  宅地は、特別史跡内を通る塩竈街道（市道市川線）を中心に集落が展開している。昭和

６２年１２月現在１３６戸の住宅があったが、現在は７３戸にまで減少し、地域コミュニ

ティの崩壊が危ぶまれている。

②　生活基盤施設の状況

  特別史跡指定地内には、南西部から南東部にかけて県道泉・塩釜線が通じており、その

南西部から分岐した市道市川線が、北東部の丘陵上にかけて通っている。また、平成２１

年には特別史跡指定地の南端境に、県道玉川岩切線が開通している。これらの道路を繋ぐ

ように幅の狭い道路が連結しており、そこには、水道管が埋設されているほか電気・電話

施設が設置されている。

  平成４年度に生活排水処理計画が策定され、公共下水道が設置されない市街化調整区域

に合併浄化槽を推進することとなったが、平成１４年度になると、特別史跡指定地内にお

いても公共下水道（汚水）を設置する事業計画が認可され、平成１６年度から下水道（汚

水）整備工事が始められている。

　

③ 特別史跡指定地内における生活環境意識調査

  平成２１年１２月に特別史跡内に居住する１０７世帯に対して、生活環境調査を実施し

た。第２次保存管理計画策定以前の昭和５７年度にも宮城県多賀城跡調査研究所が主体と

なって同様の調査が実施されている。ここでは、主なものについて昭和５７年度と平成

２１年度のものを比較しながら、分析を行った。

[ 調査概要 ]

● 昭和５７年度調査

調査主体：宮城県多賀城跡調査研究所

調査時期： 昭和５７年８月

対象戸数：１０５戸（うち回答戸数１００戸）

● 平成２１年度調査

調査主体：多賀城市教育委員会文化財課

調査時期：平成２１年１２月

対象世帯：１０７世帯（うち回答世帯数５１世帯）

生活基盤施設の状況

生 活 環 境 意 識 調 査

調 査 概 要



生 活 環 境

居 住 期 間

住 環 境 満 足 度

  各設問項目に関する主な調査結果について分析内容を整理すると以下のとおりである。

[ 調査結果の概要 ]

《 現在の生活環境などについて 》

● 現在の場所にいつ頃からお住みですか。

    傾向：明治以前から住んでいる人の割合が減少（55% ⇒ 37%）し、昭和以降の人の

             割合が増大（33% ⇒ 52%）している。

    分析：近年は古くから住んでいる人が移転している場合が多い。

● お年寄りから子供まで安心して暮らせる場所として満足していますか。

    傾向：満足・やや満足が微減（71% ⇒ 66%）し、不満・分らない微増（29% ⇒

             34%）している。

    分析：近年に宅地化した城南地区等に比べ生活の利便性が向上していないことや移転

             に伴い、古くからの知り合いが減少しつつある状況が考えられる。



● 生活する上で至急必要な整備を挙げてください。

    傾向：下水道を希望する割合が減少（56% ⇒ 22%）し、街灯・防犯灯を希望する割

             合が半数に上っている。

    分析：近年に下水道がほぼ完備したこと、また、街灯等については集落居住者の減少

             などが挙げられる。

● 特別史跡指定地の中に農地をお持ちですか。

    傾向：農家、非農家の割合は何れも５０％前後でほとんど変化していない。

    分析：農家のうち、専業農家は確実に減少していると推定されるが、兼業農家は農地

             を保有し、営農を続けている結果と考えられる。

必 要 な 生 活 基 盤

農 地 の 所 有 状 況



● 現在の場所で農業を続けたいと思っていますか。

    傾向：営農意欲については減少傾向（84% ⇒ 65%）にある。

    分析：近年の社会状況や、周辺地域の開発等による農地の減少が影響していると見ら

             れる。

● 特別史跡保存のための用地買取の申出があった場合のお考えをお聞かせ下さい。

    傾向：買取に応じない人の割合が著しく減少（78% ⇒ 10%）し、条件付を含め応じ

            ると回答した人の割合が増大（22% ⇒ 90%）している。

    分析：前述の営農意欲の減少や世代交代による生活環境に対する将来設計の変化に起

             因すると考えられる。

営 農 意 欲

用 地 買 収 へ の 対 応



● 現在のところに永住したいと思いますか。

    傾向：永住希望者の割合が大きく減少（80% ⇒ 60%）し、わからないも含め、必ず

             しも永住を希望しない人の割合が増加（20% ⇒ 40%）している。

    分析：世代代わり等により、必ずしも住み慣れた土地に固執せず、より良好な生活環

             境を求める傾向が強くなっているためと考えられる。

《 特別史跡保存のための用地買収について 》

● 宅地の用地買取や建物補償について、どのようにお考えですか。

    傾向：条件次第も含め協力的な回答が大幅に増加（31% ⇒ 72%）し、反対他の割合

              が減少（69% ⇒ 28%）している。

    分析：農地の場合と同様と考えられるが、移転に直接的に関連することでもあり、個々

            の事情については不明な点も多い。

永 住 希 望

用 地 買 収
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● 宅地以外の用地買収について、どのようにお考えですか。

    傾向：条件次第も含め協力的な回答が大幅に増加（42% ⇒ 69%）し、反対他の割合

             が減少（58% ⇒ 31%）している。

    分析：農地の場合と同様と考えられる。

《 多賀城跡への関心などについて 》

● 多賀城跡やその歴史に興味がありますか。

    傾向：少しあるも含め、関心のある人の割合は（74% ⇒ 80%）で、歴史への関心は

             約２５年前からかわらず高い傾向が続いている。

    分析：特別史跡内に居住する特殊事情が前提となるが、以前は発掘調査の作業に参加

             していた人も多く、また、現地説明会等歴史に触れる機会も多いことなどが考

             えられる。

宅地以外の用地買収

多 賀 城 跡 へ の 関 心

興 味 の 有 無



④ 公開・活用事業等

  宮城県多賀城跡調査研究所では、発掘調査時にその成果を一般に公開する現地説明会及

び報告書等の刊行、研究会・学会等における研究発表等を行っている。そして、これらの

調査・研究等の積み重ねが評価され、「多賀城跡などの発掘調査を通し東北古代史の解明

に尽力した」功績により、平成１２年に第５１回河北文化賞を受賞している。

  東北歴史博物館は、昭和４９年に開館した東北歴史資料館を引き継ぐ形で、平成１１年

に開館した。東北歴史資料館時代は、多賀城に関する調査研究の成果を企画展として実施

してきた。東北歴史博物館としてオープンしてからも古代多賀城の歴史に関わる展示が実

施され、平成２２年度には、特別史跡多賀城跡調査５０周年記念特別展「多賀城・大宰府

と古代の都」が開催されている。また、多賀城跡附寺跡を実際に見てもらうことを目的に、

昭和５５年から「多賀城跡めぐり」が実施され、現在も継続されている。

  多賀城市埋蔵文化財調査センターは、埋蔵文化財の発掘調査、出土資料の整理・保管、

収集及び展示し、併せてこれらの資料に関する調査研究等を行うことを目的に平成６２年

度に開館した。公開事業については、調査成果をいち早く展示公開するための速報展と遺

跡調査報告会、テーマに沿った展示を行う企画展を実施している。さらに開館後、多賀城

南面に広がる沖積地の調査が進んだことに伴い、方格地割によるまち並みの展開が明らか

となった。そのため、平成１４年度に常設展を通史展示から「古代都市多賀城」というテ

ーマに変更し、多賀城外の方格地割の調査成果を反映したものとしている。

  多賀城史遊館は、さまざまな体験を通して、多賀城の歴史を学ぶことができる施設で、

平成１９年度に開館した。

  史跡の利活用については、平成５年度に発足した多賀城市史跡案内サークル、平成１３

年の宮城国体を契機として発足した史都多賀城観光ボランティアガイドが、史跡の案内を

実施している。平成１９年にはＮＰＯゲートシティ多賀城が結成され、未整備の政庁－南

門間道路に花を植栽して表示するなど、史跡を活かしたまちづくりを展開している。

３．歴史環境

１）多賀城前史

① 縄文時代

  本市の歴史は縄文時代前期（今から約６０００年前）までさかのぼる。近隣の松島湾沿

岸には大規模貝塚として全国的にも有名な里浜貝塚（東松島市）、大木囲貝塚（七ヶ浜町）、

西の浜貝塚（松島町）などが分布し、多数の貝塚が確認されている。沿岸部から若干内陸

に位置する本市において、その分布は少ないが、海岸部に近い市東部には、縄文晩期の橋

本囲貝塚、桝形囲貝塚、大代貝塚、大代遺跡、市北部の多賀城跡内には、縄文時代前・中

期の五万崎遺跡、金堀貝塚がある。いずれも松島丘陵の縁辺部に位置し、この周辺に集落

が形成されたことを物語っている。

公 開・ 活 用 事 業

多賀城跡調査研究所

東 北 歴 史 博 物 館

市 埋 文 セ ン タ ー

多 賀 城 史 遊 館

市 民 団 体

歴 史 環 境

多 賀 城 前 史

縄 文 時 代



展 示 施 設 別 入 館 者

入 館 者 数 グ ラ フ

 ［展示施設別入館者グラフ］    

［展示施設別入館者］



② 弥生時代

  市内における弥生時代の遺跡は少ないが、代表的なものとしては、大代地区にある桝形

囲貝塚が挙げられる。この貝塚は、山内清男の「石器時代にも稲あり」（大正１４年）と

いう論文で全国に知られるようになった遺跡である。ここから出土した土器は、「桝形囲

式」と命名され、東北地方南部の弥生式土器編年の標識資料として現在も利用されている。

山内氏の論文に利用されたのは、稲籾の痕跡がある土器の破片で、これによって東北地方

にも弥生文化が伝わり、稲作が行われていたことが明らかとなった。

  近年の調査成果では、山王遺跡や新田遺跡といった沖積地で弥生時代中期（今から約

２０００年前）以前の水田跡や中期の遺物包含層が発見されるなど、低地においても土地

の利用が行われていたことが判明している。

③ 古墳時代

  市内には、丸山囲古墳群と稲荷殿古墳の高塚古墳のほかに、大代横穴墓群、田屋場横穴

墓群が知られている。多賀城市西部の七北田川や砂押川によって形成された微高地上に立

地する市川橋・山王・新田の各遺跡では、古墳時代前期（今から約１７００年前）に集落

ができ、その周囲の低湿地部分には広大な水田が営まれていたことが判明している。中期

になると、東北地方において最も早く鉄器製作が行われた先進的な集落が形成されていた

ことが発掘調査により確認されている。さらに、北海道系の土器や石器が出土し、北方の

人々とも交流していたことが明らかになった。

  後期になっても、引き続き集落は営まれ続けていた。数多くの生活道具とともに、柄香

炉が出土していることから、中央と密接に関わる集落であったことが判明している。

２）多賀城の時代

  古代において多賀城は、陸奥国宮城郡にあった。陸奥国の成立は７世紀後半のこととさ

れているが、その頃の範囲は、福島県全域と宮城県の大崎地方あたりまでであり、その北

の地域はまだ律令政府に属さない「蝦夷の地」であった。奈良時代の初めに平城京が整備

されると、時をおかずして全国の国府が整備されていく。そういった中、多賀城は、８世

紀のはじめ頃（多賀城碑によると神亀元年＝７２４年）、仙台平野を望む松島丘陵の先端

に築かれた。

  また、多賀城の南西約１. ５㎞の地点には多賀城の造営と同時に、付属寺院である多賀

城廃寺が建立された。正式な寺名は伝わっていないが多賀城廃寺の西に位置する山王遺跡

から、「観音寺」と書かれた仏教行事に使用された土器が出土しており、多賀城廃寺の有

力な寺名と考えられている。

① 多賀城の役割と発掘調査の成果

  古代の東北地方には柵・城と呼ばれる施設が配された。多賀城はその中でも代表的なも

弥 生 時 代

古 墳 時 代

多 賀 城 の 時 代

発 掘 調 査 成 果



ので、城柵の中にあって、長期にわた

り最も重要な役割を果たした。律令国

家の東北政策は、多賀城を要として展

開されたといっても過言ではない。

  多賀城の創建については、六国史に

記載がないが、多賀城碑には神亀元年

（７２４）、大野朝臣東人が設置したと

刻まれている。この記載については、

多賀城跡の発掘調査の結果と合致して

おり、考古学的にも裏付けられている。

  奈良時代には国府とともに鎮守府も

置かれていたが、延暦２１年（８０２）

に坂上田村麻呂によって築かれた胆沢

城に鎮守府が移され、以後国府の機能

だけが残り、『続日本後紀』承和６年

（８３９）の記事を最後に「多賀城」の

名は文献から姿を消す。

  その後貞観１１年（８６９）陸奥国が

大地震に見舞われ、多数の死者を出し、

建物が倒壊するなどの大きな被害があ

った。この記録の中に「城下」という

記載が見え、これは多賀城南面に広が

る都市を指すと考えられている。

  古代の文献にしばしば登場すること

で、多賀城跡は古くから重要な遺跡と

して知られており、大正８年（１９１９）

に史蹟名勝天然紀念物保存法が制定さ

れると、その３年後には多賀城廃寺跡

とともに「多賀城跡附寺跡」の名称で

史跡に指定された。昭和３５年、「史跡

多賀城跡発掘調査委員会」が組織され、

多賀城廃寺跡、次いで多賀城政庁跡の

発掘調査が実施された。その結果、廃

寺跡では中心伽藍が判明した。

  一方、当時内城と呼ばれていた多賀城

の中心部分は、平城宮などの宮城にお

ける朝堂院式の「政庁」であることな

どが明らかになり、それまで軍事基地

として捉えられていた多賀城の性格を

大きく見直す結果をもたらした。こう

多 賀 城 の 創 建

奈 良 時 代

平 安 時 代

史 跡 指 定

政 庁 の 性 格

多賀城碑

多賀城政庁跡

政庁変遷イメージ図      

Ⅰ期 Ⅱ期

Ⅲ期 Ⅳ期



した成果をうけ、多賀城跡と多賀城廃寺跡は昭和４１年、特別史跡に昇格した。

  多賀城跡は約９００ｍ四方の広さをもち、周囲は高さ５ｍの築地塀で囲まれ、南、東、

西に門が開いていた。そして、東西両門をつなぐように城内の道路が発見されている。東

門の東約２㎞には、鹽竈神社がある。ここにはかつて塩竈の湊が開かれており、海路に対

する正面玄関的な役割を東門が果たしていたものと考えられている。

  城内のほぼ中央に、約１００ｍ四方の政庁跡があり、第Ⅰ期から第Ⅳ期までの４時期に

わけられることがわかった。さらに城内各所の平坦な場所で、遺構が集中して検出されて

いる。政庁東側の作貫地区、政庁南側の城前地区、東門の南西にある大畑地区、政庁北側

の六月坂地区、城内西側にある金堀地区などでは、規則的に建物が配置されており、実務

を執り行った官衙跡とみられている。これらの事実は、多賀城が創建当初から地方行政の

中心施設として造営されたことを物語るもので、当時の中央政府による陸奥・出羽両国に

おける蝦夷政策の理念がどのようなものであったかを、如実に示している。

  多賀城跡からは、大量の瓦や土器をはじめ、さまざまな遺物が出土している。中でも漆

紙文書は、全国で初めて多賀城跡で確認された資料として、特筆すべきものである。

  これは、漆の硬化を防ぐため、使用済みの文書を漆液の表面に密着させ蓋紙として用い

たもので、紙に漆がしみ込み、その結果土中にあってもなお文書の姿を留めたのである。

文書の多くは行政文書で、中央政府の編纂物に記される事の少ない地方の状況を物語る遺

物として、極めて重要である。多賀城跡での発見をきっかけに、現在は日本各地で出土し

ており、木簡と並ぶ古代史解明の重要な資料となっている。

  また、多賀城に関わる重要な遺跡として、平成２年に柏木遺跡、平成５年に山王遺跡千

刈田地区が特別史跡に追加指定されている。

  柏木遺跡は、多賀城跡東方約４㎞の海岸線に近い丘陵南斜面で発見された製鉄遺跡で、

奈良時代前半の多賀城に関わる製鉄所跡とみられている。山王遺跡千刈田地区はＪＲ東北

本線陸前山王駅の北に所在し、四面庇付建物を中心に数棟の建物と井戸が発見されている。

多量の高級陶磁器類や「右大臣殿　餞馬収文」と書かれた木簡が出土したことなどから、「国

守館」跡と考えられている。

    全国で初めて確認された漆紙文書         題箋軸木簡      

規 模 ・ 構 造

漆 紙 文 書

関連遺跡の追加指定



  都市の中には、庶民をはじめ多賀城に勤務した役人や兵士が暮らしており、都から赴任

してきた上級官人は東西大路に面した区画に邸宅を構え、下級役人や庶民は大路から離れ

た区画に軒を並べて住んでいたことが明らかになっている。

  一方、南北大路沿いは邸宅等が建つ私的な空間ではなく、大型の建物が建ち並ぶ公的な

場であったことが判明している。

② 古代都市多賀城

  宝亀１１年（７８０）に起きた伊治公呰麻呂の乱

の後、多賀城が復興整備されると、多賀城の南面か

ら西側にかけての地域には、東山道の延長部分であ

る南北大路や多賀城南門から５町（約５５０ｍ）南

に南辺築地と平行する東西大路が建設される。さら

に、河川を改修し運河を整備するなど水陸両交通を

兼ね備えた都市建設が始まった。

   この南北大路（幅１７ｍ→２３ｍ）、東西大路（幅

１２ｍ）を基準として、道路による碁盤の目状に区

画（方格地割）されたまち並みが段階的に整備さ

れ、９世紀中頃に完成したことが発掘調査により判

明している。その範囲は東西約１７００ｍ、南北約

９００ｍにおよび、南北道路１３条、東西道路６条

が確認されている。 南北大路発掘調査状況      

図 14 多賀城外の方格地割      

古 代 都 市 多 賀 城

方 格 地 割



３）多賀城後史

① 中世

  １１世紀半ば、奧六郡（現在の岩手県中部～南部）に勢力を広げていた安倍氏が前九年

の役で滅亡し、その後出羽の豪族清原氏の内紛に端を発した後三年の役が起こる。合戦収

束後、清原氏の旧領を受け継いだ清衡は、実父の姓である藤原氏を名乗り、平泉を本拠地

とし、ここに奥州藤原氏による統治が始まる。

  一方、陸奥国支配の拠点である国府も「多賀国府」の名で存在しており、そこでは、陸

奥守の代官である目代が、留守所の長官＝留守職として在庁官人を指揮し、国務を執り行

っていた。

  文治５年（１１８９）源頼朝は、全国から動員した２８万に及ぶ大軍をもって平泉に向

かい、４代泰衡を攻め、奥州藤原氏は滅亡する。

  同年１０月、鎌倉への帰途、頼朝は多賀国府に立ち寄り、地頭たちを招集し、奥州統治

の基本方針を示した。さらに府庁には「荘号の威勢をもって、不当な道理を押すべからず。

国中のことにおいては、秀衡・泰衡の先例にまかせて、その沙汰をすべし」という内容の

張文を掲げた。ここに示された、平泉の先例を守るべしという基本姿勢は、その後長く幕

府の方針として維持された。

  建久元年（１１９０）、藤原泰衡の郎従であった大河兼任が鎌倉政権に対し反逆を企て、

敗北するという事件が起こった。この時、多賀国府の留守所長官が兼任に加担したことか

ら、頼朝はその職を解き、新たに陸奥国留守職に伊沢家景を任じ、陸奥国の民事・行政に

あたらせた。家景は関白藤原道兼の子孫といわれ、北条時政の推薦で頼朝の御家人となり、

鎌倉幕府の文官として採用された。伊沢氏はのち、職名にちなみ「留守」姓を名乗るよう

になる。留守氏の所領として与えられたのが「高用名」で、国府周辺の村々からなる、ま

さに「国府用名」と言うべきものである。『留守家文書』には、「南宮村」「岩切村」「高崎」

など、高用名内の地名が記されており、これらは、現在の多賀城市西部から、隣接する仙

台市東部にかけての地名に比定されていることから、一帯が留守氏の本拠地と見られてい

る。多賀城市の西部にある新田・山王遺跡では、１２世紀から１６世紀にかけて営まれた

大規模な武士の屋敷群が発見されており、留守氏との関わりが推察されている。

  多賀国府の所在地については、古代の多賀城と同じ場所に存在したという説や、七北田

川流域の、仙台市東部、岩切から多賀城市西部にかけての地域を想定する説など、諸説が

ある。　

  鎌倉幕府崩壊後、後醍醐天皇による建武の新政がはじまる。元弘３年（１３３３）北畠

顕家は陸奥守として、義良親王（のちの後村上天皇）と共に多賀国府に赴き、奥羽の武士

を支配することとなった。建武２年（１３３５）、足利尊氏が征夷大将軍を称し、後醍醐

天皇に反旗を翻して京都へ進出したことから、鎮守府将軍に任ぜられた顕家は、義良親王

を奉じ、留守氏や八幡氏といった奥州の兵を引き連れて多賀国府を出発、京都を奪還し、

尊氏を九州へ敗走させた。一方、顕家が不在の奥州では足利方が勢力を盛り返し、情勢が

悪化するなか、顕家は延元２年（１３３７）、伊達郡霊山に国府を移し、南北朝双方によ

る争奪戦のなか、最終的に１４世紀末、陸奥国では足利方の支配が確立し、多賀国府の名

多 賀 城 後 史

中 世

奥 州 藤 原 氏

鎌 倉 時 代

南 北 朝 時 代



も歴史上姿を消す。

  宮城郡を治めていた留守氏は南北朝時代、一族の間で争いが続き、この間に伊達氏の勢

力が入り、伊達郡宗が留守１４代を嗣ぐこととなった。以後、伊達系留守氏は伊達氏の勢

力を背景に発展する。１８代政景は伊達氏の武将として活躍し、何度か政宗の危機を救う

働きをしたが、天正１７年（１５８９）所替えにより、宮城郡を去った。

② 近世

  慶長５年（１６００）の関ヶ原の戦いの後、陸奥国における伊達氏の所領が定まり、伊

達政宗が仙台城の普請縄張りと城下町の建設を始めた。

  新たな陸奥２０郡の領地は、旧領の半分にも満たない領地高で、野谷地や荒地が広大に

広がる土地であった。こうした野谷地を開発することは、領内の経済を安定させる第１歩

であり、さらにまた藩にとって、家臣に知行地を与える必要からも、耕地の拡大は必須の

ものであった。この野谷地開発の必要性と、家臣への知行地付与が結びついて、仙台藩で

は独特の開発事業が進められた。それは家臣の手による開発である。

  仙台藩の制度において最大の特徴といわれるのが「地方知行制」で、これは家臣に知行

地として土地を与え、そこから入る年貢を家臣の収入とするものであった。藩は家臣に知

行地を与える際、一部を本田畑で、残りを野谷地で与えたため、家臣は自ら野谷地を開発

して耕地化し、知行高に加えていったのである。このように仙台藩では知行地を与えられ

た家臣団によって新田開発が進められていった。

  慶長年間（１５９６～１６１５）、仙台城下への水運や、野谷地開発のための排水を目

的とし、阿武隈川と名取川の間に木曳堀が、次いで万治年間（１６５８～１６６０）には、

多賀城市域を通る御舟入堀が開削された。さらに北上川などの大規模改修もこの時期に実

施されるなど、藩政時代の初期には野谷地開発に重要な役割を果たす様々な施策が実施さ

れている。こうした開発に一つの区切りをつけたのが寛永１７年（１６４０）から実施さ

れた仙台藩唯一の領内総検地で、この寛永検地をもとに仙台藩の村高をまとめた「正保郷

帳」によれば、多賀城市域は耕地面積の８５. ８％が水田という、城下町近郊の典型的な

水田地帯であった。その姿は近代まで変わることなく引き継がれていった。

  この時代の本市域には１３の村があった。それぞれの村には、藩の直轄地である蔵入地

と、相給知行という、複数の家臣の知行地が存在しているのが一般的であった。市域に知

行地をもつ家臣のうち、在郷屋敷をもって居住していた家臣が１３氏あり、その中の最大

の家臣は八幡に在所拝領した仙台藩準一家天童氏であった。天童氏はもと出羽国天童城の

城主で、奥州管領斯波家兼の流れをくむ名門である。１０代頼澄の時、最上氏と対立、天

正１２年（１５８４）天童城が落城し、宮城郡西部を所領としていた国分氏を頼って奥州

に移り、のち伊達政宗に仕えた。頼澄の子重頼が養嗣子として迎えたのが、一門涌谷伊達

家の次男で、頼長と名乗った。天童家の当主となった頼長は、多賀城跡の北に広がる加瀬

沼を、灌漑用のため池として整備したといわれている。この頼長が後に寛文事件の中心人

物となった伊達安芸宗重である。天童氏は八幡村に在郷屋敷を持ち、まわりに家臣団を住

まわせていた。その様子は天和元年（１６８１）作成の屋敷絵図に明らかであり、さらに

この絵図は、現在の八幡のまち割りが江戸時代と大きく変わらないことを示している。

伊 達 氏

近 世

伊 達 政 宗

仙 台 藩

多 賀 城 市 域 の 様 相



  また八幡には、末の松山、沖の井といった歌枕がある。本市には、これらをはじめ壺

碑など、仙台藩４代藩主伊達綱村の時に整備された歌枕が数多く存在する。元禄２年

（１６８９）、「おくのほそ道」の旅で当地を訪れた松尾芭蕉は、古来より歌に詠まれた歌

枕と対面し、その感動を紀行文『おくのほそ道』に書き残している。

③ 多賀城跡の保護顕彰

  特別史跡多賀城跡附寺跡が今日、日本三大史跡の一つとして保護・顕彰されるようにな

ったのは、近世になってからであり、多賀城碑の発見がその契機となっている。

  遺跡としての多賀城跡の最も古い記録は、延宝５年（１６７７）頃に成立した『仙台領

古城書立之覚』であり、「奥州国司館」として人々に伝えられていたことが知られる。そ

れが、多賀城碑の発見により古代にさかのぼる「大野東人之居城」という認識が生まれた。

　多賀城跡が文献に記されるようになって間もなくの時期に多賀城について研究し、大き

な足跡を残した人物に、仙台藩の儒学者佐久間洞巌がいる。洞巌は享保４年（１７１９）

に刊行した『奥羽観蹟聞老志』のなかで、古瓦とともに、礎石の存在を指摘している。

　安永３年（１７７４）に地元の人々によって書かれた「宮城県陸方市川村風土記御用書

出」「宮城郡陸方高崎村風土記御用書出」には遺跡の範囲、礎石・土塁（今日の築地）の

存在などが記されており、多賀城跡に対する遺跡としての観察と認識がすでにかなりの程

度深まっていたことがみてとれる。

  近世末の『仙台金石志』に引用された記録には、政庁正殿の場所は「御座の間の跡」と

言い伝えられており、この場所は「憚り」があるということから削平を免れ、保存され

てきた。また、「此邑に九十余箇の大石有。一邑のもの締して他に出すことを許さす」と、

多くの礎石や石碑を保護していたことも知られる。

　

    図 15 多賀城古趾の図     
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④ 近代以降

  明治政府による日本初の近代港湾建設事業である野蒜築港事業が始められると、宮城県

は六大事業の一環として貞山運河の全面的な改修を実施し、御舟入堀も大改修が行われ

た。明治１７年（１８８４）、野蒜築港事業は台風の被害により頓挫するが、明治２０年

（１８８７）に貞山運河の全面的な改修が完了する。

  このような情勢の中、明治１８年（１８８５）日本鉄道会社は、奥州線（東北本線の前

身）郡山－仙台間の工事にあたり、中止となっていた野蒜－仙台－福島間の測量を、塩釜

－仙台－福島間に変更して開始した。これは、失敗に終わった野蒜築港の代わりに、塩竈

港が脚光を浴びたことによるものであった。その後、仙台－福島間の鉄道工事は明治１９

年（１８８６）に「塩釜」から開始され、資材運搬線が仙台へ向けて建設されていった。

これが宮城県最初の鉄道であり、後の塩釜線となった。     

  近代化の波は押し寄せつつあったが、明治になっても市内は江戸時代と変わらず、仙台

近郊の農村地帯であった。しかし、この様相を一変させたのが、第二次世界大戦時に設置

された多賀城海軍工廠で、その範囲は市面積の４分の１に及ぶ広大なものであった。なお、

海軍工廠の建設は、航空機用機銃とその弾薬を作ることを目的に、昭和１７年（１９４２）

７月１日から開始され、昭和１８年１０月１日に開庁した。

  戦後は一時米軍の管理下に置かれたが、接収解除後は工場地帯や陸上自衛隊多賀城駐屯

地として現在に至っている。駐屯地内には海軍工廠時の建物や土塁等の一部が現存してい

る。

  自治体としての多賀城は、明治の初めには新田、山王、南宮、高橋、市川、浮島、高崎

留ヶ谷、田中、八幡、下馬、笠神、大代の１３ヶ村であったが、明治２２年市制・町村制

が施行されると多賀城村になった。戦後、市町村合併促進策によって全国的に多くの市町

村が合併し村の名が激減した。しかし、本市は行政区域に大きな変更がないまま昭和２６

年には町制、昭和４６年には市制を施行して今日に至っている。

４．関連計画 

１）多賀城市第５次総合計画（平成２２年度策定）

  平成２３年度よりスタートする第５次総合計画の将来像では、『未来を育むまち　史都

多賀城～支えあい・学びあい・育ちあい～～あなたの笑顔が多賀城をすてきにする～』を

掲げ、少子高齢化や人口減少など、社会環境が大きく変化していく中にあっても、先人か

ら受け継いだ悠久の歴史を生かしながら、誰もが地域で、お互いに支えあい、学びあい、

力を合わせて成長しあい、誰もが主役となって未来に向かってまちづくりを進めていく

『まち』となることを目指すこととし、７つの政策とそれに連なる３２の施策により目標

の実現を行うこととしている。

  このうち、政策目標「安全で快適に暮らせるまち」では、歴史的風致の維持及び向上を

課題と施策に掲げ、歴史的風致の維持向上に繋がる都市の整備を実施することによって、

快適な街並みが形成されるとしている。
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  また、「歴史・文化を継承し、豊かな心を育むまち」では、本市の大きな財産である文

化財が適切に継承され、市民が本市の歴史と文化に誇りを持てるよう努めることとしてい

る。さらに、「集い・つながり活気あふれるまち」では、市内外への情報発信や市民主体

のイベントの活性化により観光を振興することで、活気あふれるまちを目指すこととして

いる。

２）歴史的風致維持向上計画

   平成２０年１１月４日、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（通称：

歴史まちづくり法）」（平成２０年法律第４０号。以下「法律」という。）が施行された。

法律の中では、「地域における固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行

われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好

な市街地の環境」を「歴史的風致」と定義し（法律第１条）、我が国及び地域にとって貴

重な資産である歴史的風致について、維持及び向上を図ることとしている。

  本法律の施行を契機に、文化財保護行政とまちづくり行政が緊密に連携し、文化財の保

存と活用、都市政策や景観政策による各種の措置を講じることによって、まちづくりへの

効果が期待されることから、本法律に基づき本市では、都市計画課と文化財課が中心とな

って歴史的風致維持向上計画を策定中である。

  本計画では、「古代多賀城と保護顕彰活動」「塩竈街道に見る歴史的風致」「農村集落に

見る歴史的風致」「貞山運河の水運」という４つの歴史的風致を掲げている。そして、こ

れらの歴史的風致を包含するように、特別史跡多賀城跡附寺跡を中心とする約３２７ha

の重点区域を設定し、歴史的風致を維持向上させるための施策の展開を推進することとし

ている。

３）多賀城市中央公園整備計画

  中央公園は、地域全体（加瀬沼・多賀城跡・多賀城廃寺跡）の利用に資するとともに、

地域の自然、生活、文化、遺産等を基盤とし、そこでの体験・学習・スポーツ・レクリエ

ーション等の諸活動を通して、地域間の交流または活性化の核となる公園とすることを基

本方針に掲げ、平成５年度に基本計画を策定し、都市計画事業として事業認可を受けた。

　平成１５年度には、ＪＲ国府多賀城駅の新設、東北歴史博物館の開館、城南土地区画整

理事業などの周辺環境の変化に適合整合するため事業計画の見直しを図っている。

  事業認可期間が平成２５年度までであり、第３次保存管理計画策定、歴史的風致維持向

上計画認定を契機に、これらとの整合性を図るため、関連計画との調整、事業計画の変更

が必要な状況となっている。
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